
 

 

 

 
 

 

 

 

 

令和７年度栄養関係功労者の厚生労働大臣表彰を受賞した生坂村食生活改

善推進協議会に対して、下記のとおり表彰の伝達式を行います。 
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＊日時 

令和８年２月３日（火）午前 10 時から 

＊場所 

松本保健福祉事務所 所長室 

＊受賞者（団体） 

生坂村食生活改善推進協議会 

＊功績内容 

昭和 43 年の協議会発足時から栄養・運動・休養に重点をおいた健康増

進普及活動を行っている。また、山間地の小麦栽培によって粉文化が続く

地域の特色を活かし、食文化継承を軸とした食育活動にも尽力している。 

図書館の食育コーナーや SNS、村無線放送での情報発信、村広報誌への

手軽にできる健康レシピの掲載等、地域の幅広い世代へ、世代に合わせた

食に関する支援を行っている。 

 

（表彰基準） 

・地区住民の健康を保持増進するため、積極的に不合理な食生活及び食習慣の改善活

動を推進して顕著な成果をあげていること。 

・10 年以上継続して地区の食生活改善運動を実施していること。 

・地区住民が積極的に参加している自主的な実践活動を通じて住民の食生活改善向上

及び健康増進に顕著な貢献をしていること。 

・実践活動に創意工夫がなされており、模範的な地区活動を通じて近隣地区に対して

も良い影響を与えていること。 

長野県(松本保健福祉事務所)プレスリリース 

令和８年(2026 年)１月 21日 

 

栄養関係功労者の厚生労働大臣表彰の伝達式を行います 

（問合せ先） 
担 当 長野県松本保健福祉事務所 

健康づくり支援課 予防衛生係 中込 
電 話  0263-40-1938（直通） 

0263-47-7800（代表） 内線 2122 
F A X  0263-47-9293 
E-mail matsuho-kenko@pref.nagano.lg.jp 


